
　　中部経済産業局では平成２４年７月１日から始まる再生可能エネルギー固定価格買取制度

　の説明会を下記のとおり開催いたします。

　　この制度は再生可能エネルギー（太陽光、風力、バイオマス、中小水力、地熱）で発電された

　電気を電力会社が、一定期間、一定価格で買い取る制度です。

　　電力会社が買い取りに要した費用は電気の需要家に対し、使用電力量に比例して賦課金

　（サーチャージ）としてご負担いただきます。

　　電気を大量に消費される事業所には一定の基準を設け、その基準に該当する場合は、６月末

　までに手続きを取っていただくことにより負担を軽減する減免措置が定められています。

　　今回の説明会では固定価格買取制度の説明と合わせて、賦課金（サーチャージ）の減免認定

　の手続きについてご説明いたします。

　　なお、制度についての最新の情報は資源エネルギー庁の本制度の専用ホームページ

　（http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/index.html）でご覧頂けます。

１．主なプログラム

　（１）「再生可能エネルギー固定価格買取制度について」

・ 再生可能エネルギー発電設備の認定手続き

・ 賦課金（サーチャージ）の減免認定手続き

  （説明 ： 経済産業省又は中部経済産業局）

　（２）その他

２．開催日時・場所

　　平成２４年５月２４日（木）　１３：３０～１６：００

名古屋市工業研究所　ホール　（定員３００名）

　　名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号（地下鉄六番町３番出口すぐ）

　　平成２４年５月２９日（火）　１３：３０～１６：００

名古屋市工業研究所　ホール　（定員３００名）

　　名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号（地下鉄六番町３番出口すぐ）

　　平成２４年５月３０日（水）　１３：３０～１６：００

富山県農協会館　ホール　（定員３５０名）

　　富山市新総曲輪２番２１号（ＪＲ富山駅徒歩１０分）

３．申　込　（無　料）

裏面の申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申し込み下さい。

 定員になり次第締め切らせていただきます。----- 「参加証」は発行しません。
　　　 　

　　　主　催　　　　中　部　経　済　産　業　局

記

再生可能エネルギー 

固定価格買取制度説明会 



FAX　０５２－９５１－９８０１　　又は　　０５２－９６１－７８２７

＜申込みおよび問い合わせ先＞

中部経済産業局　エネルギー対策課

名古屋市中区丸の内２－５－２

ＴＥＬ　０５２－９５１－２７７５  　　FAX　０５２－９５１－９８０１　又は　０５２－９６１－７８２７

中部経済産業局　エネルギー対策課　宛

会社・事業所名

〒　　　　－

住所

TEL FAX

１　参加者所属・氏名（ふりがな）

・所属 役職

・ふりがな

・氏名

※　ご記入いただきました個人情報は。本説明会開催に関わる事務処理以外には使用いたしません。

参加希望会場（該当するもの１ヶ所に○印をご記入下さい。複数はご遠慮下さい。）

平成２４年５月２４日（木）　１３：３０～１６：００

名古屋市工業研究所　ホール　（定員３００名）

　　名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号（地下鉄六番町３番出口すぐ）

平成２４年５月２９日（火）　１３：３０～１６：００

名古屋市工業研究所　ホール　（定員３００名）

　　名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号（地下鉄六番町３番出口すぐ）

平成２４年５月３０日（水）　１３：３０～１６：００

富山県農協会館　ホール　（定員３５０名）

　　富山市新総曲輪２番２１号（ＪＲ富山駅徒歩１０分）

※参加証の発行はいたしませんので、当日この用紙を受付に提出下さい。

FAXを受信した時点で、お申込みは完了となります。

再生可能エネルギー固定価格買取制度説明会

参　加　申　込　書

（満員の場合のみ折り返し連絡いたします）


